
第１７回 KHJ 全国大会 in 千葉 

大会宣言 

 

１．誰もが立場やジェンダーを越えて、尊厳を持って生き延びる

ための権利がある。 

 

２．どこの自治体に住んでいても公平に、ひきこもる本人や家族

が個人として尊重され、安心して暮らしていける権利がある。 

 

３．親亡き後も社会と繋がり、自立して生きていくことのできる

権利の保障 

 

４．以上を踏まえて、ひきこもり基本法の立法を求める。 

 

以上のことを、産・官・民・学が協働連携して、実現させていく

ことを宣言する。 
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